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セコム・プレミアムネットの電子証明書方式対応について 
 
 

１．対応概要                      

  セコム・プレミアムネットでは電子証明書を取得できないことから、電子証明書方式をご利用

のお客さまがセコム・プレミアムネットにてＷＥＢ-ＦＢ（法人ＩＢ）を利用する場合は、ＩＤ・

パスワード方式にてログインできるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

（１）セコム・プレミアムネットでのログイン方法                

  管理者（マスターＩＤ）、承認者と一般者（パブリックＩＤ）とも、ログイン画面※にてＩＤ・

ログインパスワードを入力してログインします。なお、ログイン画面以外は、電子証明書方式の

画面と同じです。 
 
 
   
 

（２）電子証明書の取扱い                           

  イ．セコム・プレミアムネットのみでの使用 

 
 
 
 
 
 
 

  ＜留意点＞ 
    ・セコム・プレミアムネットでは、マルチペイメントネットワーク（ＭＰＮ）の情報リンク方式の

取引ができません。ご利用の場合は、従来の電子証明書を保管するパソコンから電子証明書方式

によるログインが必要です。 
    ・電子証明書が「未取得」の場合、電子証明書の失効はできません。電子証明書を取得し、「取得済」

となってから、電子証明書を失効してください。 
 

セコム・プレミアムネットご利用のお客さまでも、セコム・プレミアムネットを使用せずに従

来の電子証明書を保管するパソコンから電子証明書方式による利用（併用）も可能です。 

法人ワンタイムパスワードをご利用のお客さまは、セコム・プレミアムネットを利用の場合で

もワンタイムパスワードの入力は必要です。 

※セコム・プレミアムネットを使用し、ログイン画面を表示した場合、利用できない「電子証

明書ログイン」ボタン、「電子証明書取得」ボタンは表示されません。 

お客さまがセコム・プレミアムネットのみで法人ＩＢを利用する場合は、電子証明書

の発行・取得・更新は一切不要です。取得済みの電子証明書の有効期限が過ぎてもセコ

ム・プレミアムネットでは利用できます。 
また、既に電子証明書を取得している場合は、セキュリティの観点から電子証明書を

失効することを推奨します。 
なお、電子証明書の再発行を行えば、電子証明書方式との併用へ変更できます。 



2 

  ロ．セコム・プレミアムネットと電子証明書方式との併用 

 
 
 
 
 
 

※管理者はセコム・プレミアムネット利用時でも、利用者の電子証明書の発行・失効は可能です。 
 
 

＜参考＞セコム・プレミアムネット利用時の電子証明書に係るメッセージ   

 

  イ．有効期限３０日前から有効期限内に表示されるメッセージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ロ．有効期限切れ後９０日間表示されるメッセージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 上  

 従来の電子証明書方式での取り扱いと同じです。これまでどおり電子証明書の発行・

取得・更新を行ってください。なお、セコム・プレミアムネットでは、電子証明書の取

得・更新はできません※ので、これらを行うときは、電子証明書を保管するパソコンに

てセコム・プレミアムネットを使わずに実施してください。なお、セコム・プレミアム

ネット利用時の電子証明書に係るメッセージは以下のとおりです。 


